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(54)【発明の名称】 体腔内用超音波探触子

(57)【要約】
【課題】  穿刺孔の洗浄、消毒、滅菌の困難さを解決
し、患者間や医療従事者と患者との間の汚染を最小限と
し、生物学的安全性の高い穿刺が可能な技術を提供す
る。
【解決手段】  体腔内に留置する管（トロッカ）に挿入
可能であり、穿刺機構を有した体腔内用超音波探触子に
おいて、穿刺針の挿入箇所を脱着可能としたものであ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】体腔内に留置する管（トロッカ）に挿入可
能であり、穿刺針を挿入する機構を有した超音波探触子
において、前記穿刺針を挿入する穿刺孔の少なくとも一
部を脱着可能に形成したことを特徴とする体腔内用超音
波探触子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、体腔内用超音波探
触子に関し、特に、腹腔鏡手術において、体腔内に留置
する管（以下、トロッカと呼ぶ）に挿入可能な超音波探
触子であり、さらに穿刺機構を有していて、その穿刺機
構を利用して、臓器の診断部位の生検や治療を行うこと
が可能な技術に適用して有効な技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の体腔内用超音波探触子は、例え
ば、腹腔鏡手術において、トロッカに挿入可能で、穿刺
針を挿入する機構（単に「穿刺機構」という）を有してお
り、その穿刺機構を利用して、臓器の診断部位の生検や
治療を行つている。
【０００３】
【従来の技術】前記の従来の技術では、穿刺針が通る穿
刺孔は、長く細い管腔状の構造であったため、洗浄、消
毒、滅菌することが困難であった。
【０００４】本発明の目的は、穿刺孔の洗浄、消毒、滅
菌の困難さを解決し、患者間や医療従事者と患者との間
の汚染を最小限とし、生物学的安全性の高い穿刺が可能
な技術を提供することにある。本発明の前記ならびにそ
の他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図
面によって明らかになるであろう。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
下記のとおりである。
【０００６】（１）体腔内に留置する管（トロッカ）に
挿入可能であり、穿刺針を挿入する機構を有した超音波
探触子において、前記穿刺針を挿入する穿刺孔の少なく
とも一部を脱着可能に形成したものである。
【０００７】（２）前記手段（１）の体腔内用超音波探
触子において、前記超音波探触子の湾曲部は穿刺孔（鉗
子口）を内部に通し、硬性部は取外し可能なカバーに溝
を形成したものである。
【０００８】（３）前記手段（２）の体腔内用超音波探
触子において、前記湾曲部は穿刺孔（鉗子口）を内部に
有し、硬性部は溝を形成して、穿刺孔（鉗子口）を形成
するものである。
【０００９】（４）前記手段（３）の体腔内用超音波探
触子において、前記湾曲部は穿刺孔（鉗子口）を内部に
有し、硬性部は溝を形成して、取外し可能なカバーによ
って紺子口を形成するものである。
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【００１０】（５）前記手段（２）の体腔内用超音波探
触子において、前記穿刺孔（鉗子口）の湾曲部は湾曲部
の中心に対して点対称となる様に穿刺孔（鉗子口）を保
持し、湾曲動作において、穿刺孔（鉗子口）の長さが変
化しないように配置したものである。
【００１１】（６）前記手段（２）の体腔内用超音波探
触子において、前記穿刺孔（鉗子口）の湾曲部の中心部
を通すように保持し、湾曲動作によって穿刺孔（鉗子
口）の長さが変化しないように配置したものである。
【００１２】（７）前記手段（２）の体腔内用超音波探
触子において、前記湾曲部の上に穿刺孔（溝）を形成
し、前記穿刺孔の湾曲動作によって変化する穿刺針の長
さを、取外し可能なハウジング内部と前記穿刺孔（溝）
中をスライドすることにより調整するものである。
【００１３】本発明のポイントは、体腔内用超音波探触
子の先端部に臓器の診断が行えるように超音波送受信部
を備え、その形状はトロッカに挿入可能な形状をしてい
る。また、臓器の診断部位の生検や治療ができるように
穿刺機構を備えている。また、穿刺針が通る穿刺孔が洗
浄、滅菌し易いように、ハウジング（ニードルカバー）
を上下に分割できる構造となっている。
【００１４】このようにすることにより、例えば、穿刺
機構を有する腹腔用超音波探触子において、穿刺針が通
過する経路を確実に洗浄、滅菌あるいは消毒を行うこと
ができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明について、発明の実
施の形態（実施例）とともに図面を参照して詳細に説明
する。なお、発明の実施例を説明するための全図におい
て、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り
返しの説明は省略する。
【００１６】（実施例１）図１は、本発明の実施例１の
腹腔用超音波探触子（体腔内用超音波探触子）の概略構
成を示す外観図、図２は、図１からニードルカバー上部
材及びニードルカバー下部材を取り外した外観図、図３
は、図１の挿入部の断面図、図４は、図２の挿入部の断
面図、図５は、図１のＡ－Ａ断面図、図６は、ニードル
カバー上部材及びニードルカバー下部材を取り外した斜
視図、図７は、図１の挿入部の斜視図である。
【００１７】図１乃至図７において、１は超音波送受信
部、２は体腔内用超音波探触子の先端部、３は体腔内用
超音波探触子の湾曲部、４は体腔内用超音波探触子の硬
性部、５は体腔内用超音波探触子のグリップ部、６は湾
曲部上下操作部、７は湾曲部左右操作部、８はケーブル
ブッシュ、９はニードルカバー上部材、１０はニードル
カバー下部材、１１は穿刺針、１１-ａは穿刺針先端、
１１-ｂは穿刺針末端、１２は穿刺孔（鉗子口）、１２-
ａは穿刺孔入口、１２-ｂは穿刺孔出口、１３は固定具
である。
【００１８】本実施例１の腹腔用超音波探触子は、図１
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に示すように、主に超音波送受信部１を備えた先端部
２、湾曲部３、硬性部４、及びグリップ部５で構成され
ている。これに着脱可能なステンレスなどの錆びにくい
金属でできているニードルカバー上部材９及びニードル
カバー下部材１０を取り付ける（ハウジングを形成す
る）ことにより、穿刺孔１２が構成され、穿刺針１１が
挿入可能となり、穿刺可能な超音波ブローブとなる。
【００１９】また、この状態の超音波ブローブの先端部
２、湾曲部３、ニードルカバー上部材９及びニードルカ
バー下部材１０に挟まれた硬性部４は、トロッカ（体腔
内に留置する管）に挿入可能である。図６からわかるよ
うに、ニードルカバー上部材９とニードルカバー下部材
１０は、ニードルカバー上部材９に取り付けられた固定
具１３により、硬性部４を挟み込んで固定され、このと
き穿刺孔１２が構成される。
【００２０】前述したようにニードルカバー上部材９と
ニードルカバー下部材１０は、硬性部４から取り外し可
能であり、ニードルカバー上部材９に構成された穿刺孔
１２の洗浄は容易に行うことができる。
【００２１】（実施例２）本発明の実施例２の腹腔用超
音波探触子は、前記実施例１の体腔内用超音波探触子に
おいて、図８及び図９に示すように、前記穿刺孔１２の
湾曲部３が湾曲部３の中心に対して点対称となるように
穿刺孔１２を保持し、湾曲動作において、穿刺孔１２の
長さが変化しないように配置したものである。
【００２２】また、図示していないが、前記湾曲部３の
上に穿刺孔（溝）１２を形成し、前記穿刺孔１２の湾曲
動作によって変化する穿刺針１１の長さを、取外し可能
なハウジング内部と前記穿刺孔（溝）１２中をスライド
することにより調整する。このようにすることより、前
記穿刺針１１を目的の患部に容易に穿刺することができ
る。
【００２３】以上、本発明者によってなされた発明を、
前記発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記発明の実施の形態に限定されるものではな
く、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能で
あることは勿論である。
【００２４】
【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表*
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*的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下
記の通りである。本発明によれば、穿刺機構を有する腹
腔用探触子において、穿刺針が通過する経路を確実に洗
浄、滅菌あるいは消毒が行える。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１の腹腔用超音波探触子（体腔
内用超音波探触子）の概略構成を示す外観図である。
【図２】図１からニードルカバー上部材及びニードルカ
バー下部材を取り外した外観図である。
【図３】図１の挿入部の断面図である。
【図４】図２の挿入部の断面図である。
【図５】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図６】図１の硬性部のニードルカバー上部材及びニー
ドルカバー下部材を取り外した展開外観図である。
【図７】図１の挿入部の斜視図である。
【図８】本発明の実施例２の腹腔用超音波探触子の概略
構成を示す長方向の断面図である。
【図９】本発明の実施例２の変形例の長方向の断面図で
ある。
【符号の説明】
１…超音波送受信部
２…体腔内用超音波探触子の先端部
３…体腔内用超音波探触子の湾曲部
４…体腔内用超音波探触子の硬性部
５…体腔内用超音波探触子のグリップ部
６…湾曲部上下操作部
７…湾曲部左右操作部
８…ケーブルブッシュ
９…ニードルカバー上部材
１０…ニードルカバー下部材
１１…穿刺針
１１－ａ…穿刺針先端
１１－ｂ…穿刺針末端
１２…穿刺孔
１２－ａ…穿刺孔入口
１２－ｂ…穿刺孔出口
１３…固定具

【図１】 【図２】
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